
児童及び生徒の保護者様 

令和７年９月 

さくら市学校給食の物価高騰対策についてのお知らせ 
 

令和７年度も保護者負担額は変更なし 

食材費が高騰していますが、令和 7 年度は下記のとおり、市が小学校及び中学校の給食を補

助します。したがって、保護者の皆様にご負担いただく学校給食費に変更はありません。 

 

１人あたりの年間補助額まとめ（令和７年度） 

 

 

令和４年度からの公費補助の内容 

物価高騰に対応する公費補助は令和 4 年度から実施しており、保護者の皆様にご負担いただ

く学校給食費は据え置きとなっております。 

令和 4 年度からの市の補助金額は、以下の通りです。 

 

全体の公費補助合計額（年額）まとめ 

　　※補助の財源は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。 

 

 

 校　種 保護者負担額 公費補助額 公費補助合計額

 

小学校 4,420 円×11 か月

【1 回目】　610 円×11 か月

年間　10,490 円
 

【2 回目】　630 円× 6 か月

 

中学校 5,200 円×11 か月

【1 回目】　840 円×11 か月

年間　12,960 円
 

【2 回目】　620 円× 6 か月

 校　種 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度

 小学校 6,890,000 円 13,407,000 円 16,392,000 円

 中学校 4,190,000 円 8,248,000 円 11,072,000 円

（裏面へ続く）



 

学校給食を提供するための経費 

学校給食は、学校給食法の規定により、保護者の皆様と市がそれぞれ以下の費用を負担する

ことで、安全で美味しい給食を提供しています。 

 

■ 保護者の皆様にご負担いただく費用 

○食材費 

牛乳、パン、米、肉、魚、野菜など、給食の材料となる食料品の購入費用です。 

■ 市が負担する費用 

○給食の調理・運営経費 

・調理員の人件費 

・調理場の光熱水費 

・施設の修繕や設備の維持管理費など 

 

 

 

 
保護者の負担 市の負担

 食材費
人件費

光熱水費
施設や設備の 

維持管理費
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